
「技術開発を成功させるために特許マップを

いかに活用するか」我々はこの命題に沿った取

り組みを長年行ってきた。最近の特許マップソ

フト，特許データベース，特許管理ソフトの存

在を踏まえつつ，どのように開発者が知的財産

活動に対して取り組めば，開発活動の中で開発

者が特許マップを活用できるシチュエーション

が多くなるか，引いては知的財産部門から見て

開発部門の知的財産レベルを上げたと感じら

1 ．はじめに

れ，開発または経営支援ができたと言えるか，

具体性を持った提言を含め検討を行った。

最初に，知的財産情報の利用を経営レベルか

ら開発者の特許管理レベルへと段階を追ってど

う利用されているのか考えると，そこには知的

財産活動の主体である知的財産自体，経営支援，

開発支援などの活動が存在する。ある大手メー

カーは，この知的財産部門が経営部門の近く及

び開発部門の近くの２セクションに存在してい

る。その２セクションでは，知的財産活動はま

ったく異なると考えられる。このようなことを

踏まえ私見として，表１のとおりまとめてみた。

日本には優秀な第一線の技術者が多いので，

経営企画まで責任を負わせる企業もあるが，現

場の開発者は与えられた方向性の中でいかに忠

実によい成果を出すかが責務である。言い換え

2．1 開発における知的財産活動

2 ．開発活動と特許マップ
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抄　録 知的財産情報のインフラ整備がなされてきた昨今，研究・開発（以下，開発）ワークフロ
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方，調査と母集団，作成事例などを示し，特許マップソフト利用の具体例を示した。

＊ インパテック株式会社　専務取締役
Yasuhiro ARIGA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



れば，開発者の権限は与えられた方向性の中に

ある。つまり，開発にとっては方向性が一義で

あり，方向づけに沿って活動することになるの

である。よって，与えられる方向性には細心の

調査・解析，その結果としての大胆な行動指針

が望まれる。

次に，組織の上層部などからの情報に対する

要求を「情報ニーズ」と定義し，実務者などの

調査・解析などを「処理アクション」と定義す

る。すると，図１に示すように知的財産活動へ

の「情報ニーズ」と「処理アクション」は向か

う先が逆向きになることがわかる。この中間の

位置において，分析・解析（本論では,この両

者を明確な使い分けはしないが，理論的または

考えながら特許マップソフトを使用する場合に

は解析と記した）の場面を特許マップが担うこ

とになる。

このような構図を見た時に，特許マップの位

置が情報を可視化し，「情報ニーズ」を受け止

めるのに都合のよい位置に存在する。

一方，開発の内容に係る情報は社外にはもち

ろんのこと，社内にもオープンにすることがで

きない事情を持っている場合も多い。開発者が

特許マップのソフトを使用する場合には，情報

はローカルパソコンで処理し，管理すると必然

的にクローズになる。このことはセキュリティ

上，望ましいと言えよう。反面，ローカルのデ

メリットになる外部データの追加・取り込みな

2．2 開発の中での特許マップの位置と存在
どの処理能力が特許マップソフトに望まれるこ

とになる。

以上を考えると，特許マップソフトは分析・

解析，特許管理などの機能を持たせた一連の処

理が利用できると都合がよい。

現在の特許情報の入手に関しては，データソ

ース自体の入手が容易になってきている。整理

標準化データ（電子公報データ： SGML

（Standard Generalized Mark-up Language），

XML（Extensible Markup Language）），海外，

審査経過情報データ，分類データ等々の入手が

様々な経路で可能である。

そして，これら知的財産情報は技術動向の把

握，アイデア発想・戦略立案の支援，先行技術

の把握，新規性・有効性の把握，特許網の構築

等に利用される。

そのために，IPC（International Patent

Classification）等の分類データ，中間経過情報

等の１次情報，及びこれらの情報を加工して得

られる技術動向，発明者動向，自社-他社権利

比較と言った２次情報は経営支援情報として利

用される場面が出てくる。

2．3 知的財産活動への要求性
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図１　知的財産活動の方向性

表１　企画部門と開発部門における主な業務内容

企画部門 開発部門
経営企画 開発企画
調査・解析 情報・調査・分析・解析
生産企画支援 製品化
規格・標準化支援 渉外
その他 管理

その他
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知的財産活動への期待に関する論説を見る

と，発明に磨きをかけたり，事業の自由度を確

保したりすることに加えて，新規事業創造や業

態変換で必要な戦略的方向性を策定することの

必要性が説かれている１）。

さらに，経営指標を共有すること，すなわち，

知的財産活動と企業系のドッキングが必要であ

り，企業戦略として知的財産を経営に役立て，

ビジネスを強化・成長させるための知的財産の

活用が説かれている２）。

別の角度では，参入障壁という視点から効果

的な知的財産権を配置しておくことが，知的財

産戦力部門の役割として求められるとして，成

長企業の知的財産戦略論が展開されている３）。

解析方法としては，全体分析では分類が一番

有効であり，重要度評価については「USP

（United States Patent）においてはAssignee

がいることを持って判断指標とする」と言う知

的所有権の数量的分析と言う観点での論説が見

られる４）。

一方，ソフト利用者の立場として，開発と情

報の共有（システムに望むこと）：

・研究開発に即した自社の知的財産情報の把

握

・研究開発テーマの進捗状況の管理

・自社の知的財産情報の現状把握

システムとして欲しい研究開発支援機能：

・検索の支援

・内容把握の支援（特許マップ，解析ツール，

ハイパーリンクによる公報閲覧）

特許公報のXML化で期待できること：

・検索項目の絞り込み精度の向上

・課題対手段の「マトリクス型特許マップ」

への応用

・タグごとの抄録シート作成（例　特許請求

項，発明の効果などを自由に設定）

・ユーザサイトから見ると，個々の存在場所

を意識することなく，一つのインターフェ

イスで仮想的に統合されたシステムとして

活用できることが望ましい

などと言うソフトへの期待が寄せられている５）。

統計・集計的な特許マップソフト，マイニン

グ技術（技術用語の抽出とクラスタリング）を

応用した解析ソフト，帳票リスト作成ソフト，

評価価値算出ソフト，経過監視リスト作成ソフ

トなど様々な観点に立ったソフトが考案されて

いる。

現在の特許マップソフト，特許データベース，

特許管理ソフトについて，2008年の特許情報フ

ェアの出展資料からまとめて表２に，特許管

理／特許データベース／特許分析ツールの最新

状況を示した。

特許マップソフトのデータソースとなり得る

ものは，特許データベースはもちろんのこと，

特許管理データが共に利用できる。

次に，この表の特許マップソフトの主な目

的・機能は以下のようなものがある。

・票帳表示に特化

・企画分析・解析に特化

・経営分析・解析に特化

・評価・価値分析・解析に特化

・特許管理に特化

・経過監視に特化

・技術分析・解析に特化

・書誌分析に特化

・情報処理に限定

など

なお，最近の傾向として特許データベース及

び特許管理側のソフトにも分析・解析機能を持

たせたもの（表２の＊１））も出現してきてい

るが，それら機能を積極的にPRしているもの

は特許マップソフトに分類した。

3 ．現状の特許マップソフトとその周辺
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表２　特許管理／特許データベース／特許分析ツールの最新状況

特許・情報フェア＆コンファレンス　GUIDE BOOK 2008年11月５日６）より抽出。（（ ）は製作元また
は販売元）
GUIDE BOOKから機能を理解できないもの，商標管理システム並びに非特許文献関連システムは除外し
た。
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それではこれらソフトを使用してどのように

開発活動を支援するのが望ましいのであろうか。

図２を参照されたい８）。

これを見ると，経営企画などを基に方向性・

方針の決定が下されて開発リーダなどへ指示が

いく。これに基づく，開発企画が進められ，技

術調査を行って，特許マップが作成される。

4．1 開発における知的財産活動の取り組
み方

4 ．開発ワークフローでの特許マップ
ソフトの利用

次に，これらを使用して開発討論して開発の

位置決定（図ではねらい目の決定と言っている）

を進める。その開発視点での再調査と分析・解

析の結果からねらい目に本当に係わる先行技

術，自社技術を見極めつつ，特許情報は開発が

完結するまで，いわゆる群管理と言われる母集

団が集められる。

そ こ に SDI（ Selected Dissemination

Information）から得られた情報が追加される。

また経過情報監視下に置かれた情報は特に生死

情報には注意が払われ，侵害調査・解析，技術

の利用の可否判断などに使用される。そして，

これら一連の行為が安全で強い特許を礎とした
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図２　技術開発者のための特許マップ解析―特許調査・解析，そして群管理の段階へ―
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理想的な製品開発を推進することになる。

図２の中の企画などの情報（図中の１））は，

上層部へ上げるデータとして方向性さえ正しく

示すことができればよく，母集団に対する考え

方は中心技術を収集することに努め，網羅性は

求めないことである。調査パラメータとしては

IPC， FI（ File Index）， Fターム（ File

Forming Term）を選定して使用する。もっと

中心技術に的を絞るのであれば，IPC及びFIの

第一発明情報に絞るのもよい方法である。

二次母集団（図中の２））では，いわゆる主

題（テーマ）調査として実施されるが，開発タ

ーゲットを正しく捕らえられればよいので70～

80％の精度でもよい。ここまでの調査は，機械

検索を使って得られる母集団情報でも解析でき

る可能性がある。

次に，ねらい目に合わせた絞込み＋補足調査

（図中の３））ではマニュアル調査の併用が必要

であり，ノイズを嫌うので95％以上の精度が要

4．2 調査と母集団精度について

求される。

さらに群管理７）に入った段階（図中の４））

では，前段階のデータを評価して使用するので

あるから100％の精度が必要になる。最低，製

品発売の１年６カ月後までは，これに対して同

等の精度でSDIとウォッチングにより情報が追

加されることが必要である。

各段階での特許マップとしてはどんなものを

作成するのがよいであろうか。以下に段階ごと

に述べる。企画などの情報（図中の１））とし

てはどのような方向性で開発を起こすかと言う

命題に沿う情報が欲しいのであるから，これら

を判断できるような業界動向，他社動向，自社

及び他社のコア技術などに関する情報が必要で

ある。

業界動向解析にはテキストマイニングソフト

や統計型の特許マップソフトが有効である。

まず，従来のポートフォリオマップが進化し

たライフサイクルマップ（件数の伸び率を移動

4．3 特許マップ作成
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図３　ライフサイクルマップ
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平均で平滑した曲線で表示）である特許マップ

の例を示す（図３）。これは技術の流れと開発

ステージを見ることに利用できる。自社の参入

時期がどの段階を狙うのが良いかと言うように

利用できる。

次に，コアファインドマップの例を示す（図

４）。このマップはどのような特徴を製品に出す

のか，また必要であれば他社の中心技術を導入す

ることで補強できるかなどと言うような方針に係

わる情報が得られる。この例ではパナソニックと

三洋電機が新聞紙上で言われているような経営的

な事情もあろうが，C08K3/，5/，C08L101/，

C01G49/，C08L71/などにおいて他方に開発が全

くないか，または少ないところに他方では出願が

あることから，裏側にはしっかりとした技術的補

完関係を読み取ることができる。

いずれにせよ，この段階の解析が，開発の方

向性に係る大事な結論を引き出すことになる。

さらに，営業情報，経理情報，非特許文献情報，

法務情報など多方面からの情報を総合的に判断

するのがよいことは言うまでもない。これ以外

にも参入企業情報，需要予測などのような経営

判断材料になるような情報を提示するとよい。

次に行うことは技術レベルでの企画解析であ

り，開発ターゲットを定めることである。まず

対象母集団データを収集する必要があるが，こ

れを知的財産部の情報専門担当に依頼するのも

よいが，注記８）の方法も有効である。ここで

は以下のような解析を行うとよい。

図５では，縦軸には明細書の課題の文章から

抽出したキーワードを統合（名寄せとも言う）

して配置し，横軸には解決手段の文章から抽出

したキーワードを統合し配置している。ここで

は「正極活性物質と高温」の交点に41件の出願

が存在し，パナソニックと三洋電機の占める割

合の多いことが見られるが，これら４社とも開

発のあることが分かる。

続いて内容を確認するために，図６で示すよ
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図４　コアファインドマップ
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図５　マトリクスマップ

図６　公報抄録リンク表示
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うな三洋電機のリストを表示し，さらに１件の

公報抄録リストをリンク表示している。

この例で示した「正極活性物質と高温」の41

件が向かう最近の技術の方向性を図７に示して

いる。

この方法は，競合しそうなメーカーが，どの
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図７　ニューエントリーマップ

「正極活性物質の高温対策」技術の方向性を見るFターム別ニューエントリーマップ 

図８　技術把握のためのチャートリスト
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ような方向性で開発を行っていて，その中で開

発の勝算が自社にあるかどうかを把握する時な

どに使う。このようにして，どこに開発ターゲ

ットを定めるか，必要とする特許マップを作成

し，模索して決定していくことになる。ここま

でが統計的なソフトの出番である。

次に行うことは開発ターゲット（図２では

「ねらい目の決定」）に合わせた再調査が必要に

なる。前述したようにその調査精度は95％以上

（残りの５％は要不要の境にあるボーダーライ

ン上の案件のみ）と筆者は考えており，漏れも

許したくない。この母集団に対しては読み込み

を加えて独自分類，社内分類を付与するのが良

い。ここでは，チャートまたはリストと呼ばれ

る機能がソフトに要求される（図８）。

この例ではパナソニックがどんな課題に対し

てどのような部品を使って解決を図ろうとして

いるかを知ることができる。

このように特許マップを作成すると，自社の

開発ターゲットに対して重要な特許が次第に鮮

明になり，リストアップされてくることになる。

ここから先が特許庁で言うところの群管理の段

階に入る。群管理に入った情報は図８と併せて

図９のように経過監視していくのがよい。

技術把握と経過監視は，SDI及びウォッチン

グを行い，情報追加，場合により不要な情報の

削除を行い，これらをビジュアル的に示して状

況把握を行う。

このようなことを行うのには，新規情報をイ

ンポートすることが容易であることがソフトに

要求される。図10はその一例である。

これらの一連の処理については別の事例で

INFOPRO 2008第５回特許情報プロフェッショ

ナルシンポジウムの予稿集９）にも説明している

ので合わせて参照されたい。

本論では，知的財産情報システム委員会「研

究開発活動を支援する知的財産情報システムの

現状と今後」５）を受ける形で現状の特許マップ

5 ．おわりに
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図９　経過監視のためのチャートリスト
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ソフトが対応できることを，開発業務を推進す

ると言う開発業務フローの中で知的財産活動に

対する特許マップソフトの利用を示した。

一般に多くの業務ソフトは目的に応じて人為

的に作成されるものであるから，その要求レベ

ルが具体的であればあるほど，それに沿って単

機能なものになる。そして，それがソフトの基

本機能になるが，機能の寄せ集めが多ければ多

機能なソフトとなる。特許マップソフトでは多

機能が実現できているものは少ない。反面，実

務者であるユーザの眼はワークフローの中での

利用を望んでいる面がある。本論ではこのよう

な視点で，業務の中でいかに利用できるか，こ

こに視点を置いて筆者は検討を行った。ソフト

の最終形態は，情報系，管理系，分析・解析系

が一つになるのが理想である。しかしながらそ

の実現には巨大なソフトが必要であり，開発費

と開発時間が大きくなる。多機能と安価は相反

すると言える。また，特許情報は膨大な件数を

有するためにインフラ整備も含め，費用増加へ

追い打ちがかかる。

知的財産情報システム委員会の要求レベルで

ある「一つのインターフェイスで仮想的に統合

されたシステムとして活用できる」ことを実現

するには，このようなソフトの肥大化，開発工

数の増大などの問題を含んでいる。

今回は市販されているソフトを使用して，実

務的な開発のワークフローを想定した例で示

し，「一つのインターフェイス」と言う実例を

通して，特許マップソフトの可能性と利用性を

示した。

本論が開発者における知的財産活動の推進に

繋がり，開発成果としてその製品が特許的に見

て安全で，かつ技術的に強いと言う側面を持つ

ことができるようになれば幸いである。
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図10 「コアサーチマップ」での新規情報の追加インポート設定画面
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